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議案第３６号 

 

各種委員会委員等の報酬及び費用弁償条例の一部改正について 

 

各種委員会委員等の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例を次のよう

に定める。 

 

   令和 ２ 年 ６ 月 ４ 日 提 出 

 

                 日出町長  本  田  博  文 

 

 

 

各種委員会委員等の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例 

 

各種委員会委員等の報酬及び費用弁償条例（昭和３１年日出町条例第１５号）

の一部を次のように改正する。 

別表第４社会教育委員の項の次に次のように加える。 

地区公民館参与 年 ２４０,０００円 

 

附  則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の別表第４の規定は、令和２年４月１日以後に従事

した特別職の職員で非常勤のものの職務に対する報酬について適用する。 

 

  理  由 
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地区公民館参与に対して報酬を支給したいので提出する。 


